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銚子市の公職選挙法違反に係る告発。
平成25年04月21日の銚子市市長選挙は、越川信一現銚子市長と野平匡邦前銚子市長の間

で行われましたが、銚子市立病院運営'市庁舎及び消防庁舎建て替えなどを争点とした選挙で
したが、多くの市議会議員はそれまでの同僚で扱いやすい越川信一候補を応援し野平派と言
われる数名の市議会議員が野平匡邦候補を応援しました。そして、平成25年04月11日には銚
子青年会議所主催による『銚子市長選挙マニフェスト型公開討論会』が開催されました。
ところが、越川信一現市長が社主となつていた大衆日報には、この討論会で何も言及しなかっ

た越川信一現銚子市長の意見が大幅に加筆され、反対に野平匡邦前市長の発言は大幅削除
されて掲載されました。…結果は、わずか710票差で越川信一市長が当選しました。

告発人と被告発人は何名なのか
一説には‖名という話が有りますが、それが告発人の数なのか被告発人の数なのかも定か

ではありません。被告発人が2名だけと言う話もあります。H26/06/27千葉日報によりますと、越
川信一市長とその実妹は被告発人であることは間違い無いようですが、被告発人の話として前
者であれば、相当数の市議会議員'市長経験者B一般市民にまで、範囲を広げる必要がありそ
うです。

市民の血税が、馬鹿者のおかげでまた無駄に浪費それそう。
リコールされた岡野俊昭元銚子市長に代わつて、野平匡邦前銚子市長が市長に当選した際の

市長選挙は、銚子市選挙管理委員会によれば、23178万円の費用を支出したそうですが、越川
信一市長が、何らかの理由によって失職した場合の費用はどの程度になるのでしょうか?また、
その際に5名程度の市議会議員の補欠選挙が行われた場合更にどの程度の費用を加算しなけ
ればならないのでしょうか?(H23/04/24の市議会議員選挙では、27818万円)いずれにせよ、銚
子市民の血税が馬鹿者に浪費されるのは実に腹立たしい限りです。

ホ
｀
ランティアによる銚子市立病院の雑車の刈り取りと銚子市役所生活環境課長(古川)の対応
公設民営0と子市立病院)と民設民営(島田総合病院)を混同する銚子市役所生活環境課長(古川)

『民営』と言うことにおいて、意義は申しませんが、『公設』と『民設』は異なります。
たとえば建築物などで、何らかの問題が発生した場合、当該居住者だけに責任がとどまること

は無く、建築物所有者にも責任の一端はあるというのが司法上の常識でしょう。庭付き―戸建
て住宅で、雑草の繁茂により周辺環境が著しく損なわれた場合、居住者だけで無く所有者にも
責任者として除草を求める場合があります。
また、道路運送車輌法等によりますと、何らかのトラブ,レが発生した場合、運転者のみに責任を

求めるのでは無く、運行管理者にも責任は及びます。
『民設』の場合、当然所有者に責任が及ぶのは当然ですが、『公設』であれば、やはり所有者

である銚子市に責任の一端が有る筈です。この考え方を引用すれば、『良営』担当者にすべて
の責任が有る訳では無く、設置者で有る銚子市にも『公設』と言う観点から責任の一端が有るこ
とが分かります。
銚子市立病院は『公設民営』ですが、越川信一市長の方針による、銚子市からの操出金の大

幅減額によって台所事情は相当苦しくなつていると考えられます。銚子市立病院の存続を願う
市民としては、周辺住民に迷惑にならないように、そして環境保全を図りつつ、なんとしても手助
けをしたいと考えるのはごくごく自然の成り行きです。
ところで、銚子市役所には地域協働課なるものがありますが、この趣旨は何なのでしょうか?市

民と市役所が協力してよりよい街にすると言うのも1つの目標の筈です。一般市民が銚子市立
病院の除草活動を行つた場合、その際に発生したゴミは、銚子市立病院でも銚子市役所でもど
ちらか申し出られた方が、処理すればよいことで、除草活動を行つた市民に対して、『これは銚
子市立病院が、『民営』なのだから処理すべきだ…。』と言う以前の問題だと思うのですが、諸兄
はどのようにお考えでしょうか。
銚子市役所生活環境課長(古川)は、『法律に基づいて…。』と繰り返し述べますが、法は人間

が作り出したもので、ハ
°一フエ外でないことは誰もが知っていることです。場合によっては、柔軟に

対応する必要も求められます。この柔軟性の欠如した者が協働(市と協力する市民活動 )の妨
げになつていることも事実です。



法に不都合があれば変更しなければならず、一番身近に居るのが公務員です。すべて杓子
定規に行うのであれば、法のもとである日本国憲法第二十五条には『すべて国民は、健康で文
化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』と有るのですから、すべて公務員任せで、何も
かも実施しなければならないと言うことになります。(恐らく銚子市役所は機能不全になる筈で

す。)しかし、これらを改善する為に、OO特 区などとして、試験的に法改定前に部分導入する訳
です。このような手立てを理解しないものが、のうのうと公務員を続けていることこそが異常であ
るように思えます。


